
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
駒
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ヒ
ル
ス
テ
ッ
プ
生
駒

所
在
地

生
駒
市
小
明
町
二
三
五
ほ
か

二

生
駒
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

消
防
本
部
予
防
課

必
要
と
さ
れ
る
消
防
用
設
備
等
に
つ
い
て
、
事
前
打
ち
合
わ
せ
協
議
を
行
う
こ
と
。

ま
た
、
店
舗
①
と
店
舗
④
の
界
壁
が
令
八
区
画
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
改
修
又
は
変
更
工
事
が

あ
る
場
合
（
原
則
は
変
更
禁
止
）
は
事
前
打
ち
合
わ
せ
協
議
を
行
う
こ
と
。

２

教
育
総
務
課

当
該
申
請
地
周
辺
道
路
は
、
通
学
等
の
子
ど
も
が
通
行
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
工
事
車
両
等

の
通
行
に
注
意
し
、
適
所
に
警
備
員
を
配
置
す
る
等
の
安
全
対
策
を
十
分
施
す
と
と
も
に
、
通
学

に
支
障
が
生
じ
る
場
合
は
、
該
当
す
る
小
学
校
及
び
中
学
校
と
協
議
す
る
こ
と
。

３

み
ど
り
公
園
課

景
観
に
つ
い
て

(1)

本
市
は
、
市
内
全
域
を
景
観
法
に
基
づ
く
景
観
計
画
区
域
に
定
め
て
い
る
。
本
計
画
地
は
市

街
地
景
観
区
域
内
に
あ
り
、
店
舗
の
外
観
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
事
前
に
本
課
と
協
議
す
る

こ
と
。

屋
外
広
告
物
に
つ
い
て

(2)

本
計
画
地
は
奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
地
域
と
な
っ
て
い
る
。

表
示
・
設
置
す
る
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
同
条
例
及
び
奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
並

び
に
生
駒
市
屋
外
広
告
物
規
則
の
内
容
を
遵
守
す
る
こ
と
。

ま
た
、
奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
第
八
条
及
び
生
駒
市
屋
外
広
告
物
規
則
第
六
条
に
よ
る
変

更
許
可
が
必
要
な
場
合
は
、
変
更
許
可
申
請
を
提
出
し
、
変
更
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
。

緑
化
に
つ
い
て

(3)

整
備
さ
れ
た
緑
地
に
つ
い
て
は
、
自
主
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
。

４

建
築
課



工
事
の
着
手
ま
で
に
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第

(1)
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
（
用
途
変
更
確
認
申
請
）
を
行
う
こ
と
。

工
事
を
完
了
し
た
と
き
は
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

(2)
す
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
工
事
完
了
届
）
を
行
う
こ
と
。

奈
良
県
住
み
よ
い
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
こ
と
。

(3)
５

防
災
安
全
課

本
市
で
は
、
生
駒
市
安
全
で
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
条
例
に
よ
り
、
環
境
整
備
等
の

生
活
安
全
対
策
を
進
め
て
お
り
、
事
業
者
に
お
い
て
も
地
域
の
安
全
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。ま

た
、
周
辺
道
路
へ
の
違
法
駐
車
、
来
店
者
等
車
両
の
安
全
な
通
行
そ
の
他
交
通
安
全
に
関
し

て
十
分
に
検
討
し
、
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

特
に
近
隣
は
、
光
明
中
学
校
の
通
学
路
に
当
た
る
た
め
、
安
全
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

６

環
境
保
全
課

一
般
廃
棄
物
（
事
業
系
ご
み
）
に
つ
い
て

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
及
び
生
駒
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

(1)
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
の
収
集
計
画
に
従
う
こ
と
。

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
の
再
生
利
用
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

(2)
そ
の
減
量
に
努
め
る
こ
と
。

事
業
者
か
ら
排
出
さ
れ
る
一
般
廃
棄
物
は
、
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
、

(3)
自
ら
市
清
掃
リ
レ
ー
セ
ン
タ
ー
に
搬
入
し
、
又
は
市
許
可
業
者
に
収
集
運
搬
を
委
託
す
る
こ
と
。

ま
た
、
市
許
可
業
者
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
許
可
業
者
）

業
者
名

電
話
番
号

株
式
会
社
生
駒
市
衛
生
社

〇
一
二
〇
（
七
七
）
九
〇
三
一

株
式
会
社
Ｎ
Ａ
Ｎ
Ｂ
Ｕ

〇
一
二
〇
（
五
六
八
）
八
八
八

株
式
会
社
奈
良
県
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

〇
七
四
三
（
七
七
）
〇
九
九
〇



関
西
メ
タ
ル
ワ
ー
ク
株
式
会
社

〇
七
四
三
（
七
七
）
六
〇
一
七

な
お
、
事
業
活
動
に
伴
い
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
の
許
可
業
者
に
収
集

運
搬
を
委
託
す
る
こ
と
。

そ
の
他

公
害
関
係
法
令
、
奈
良
県
環
境
基
本
条
例
、
奈
良
県
生
活
環
境
保
全
条
例
及
び
生
駒
市
環
境

(1)
基
本
条
例
を
遵
守
し
、
環
境
保
全
に
努
め
る
こ
と
。

騒
音
規
制
法
及
び
振
動
規
制
法
に
規
定
す
る
特
定
建
設
作
業
を
実
施
す
る
場
合
は
、
工
事
開

(2)
始
七
日
前
ま
で
に
届
け
出
る
こ
と
。

騒
音
規
制
法
及
び
振
動
規
制
法
に
係
る
特
定
施
設
に
該
当
す
る
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、

(3)
設
置
の
三
十
日
前
ま
で
に
届
け
出
る
こ
と
。

一
定
規
模
（
三
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
土
地
の
掘
削
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
の

(4)
変
更
を
行
う
場
合
、
土
壌
汚
染
対
策
法
第
四
条
に
基
づ
き
、
着
手
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
奈
良

県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
。

生
コ
ン
運
搬
車
の
水
洗
い
を
道
路
等
工
事
現
場
外
で
は
行
わ
な
い
こ
と
。

(5)

生
コ
ン
に
よ
る
高
ア
ル
カ
リ
廃
水
を
工
事
現
場
外
に
排
出
さ
せ
な
い
こ
と
。

(6)

周
辺
住
民
か
ら
騒
音
、
振
動
、
悪
臭
等
の
苦
情
が
あ
っ
た
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
対
策
を

(7)
と
る
等
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
。

屋
外
広
告
物
法
及
び
奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
を
遵
守
し
、
商
品
販
売
等
に
お
い
て
、
掲
出

(8)
禁
止
物
件
へ
の
広
告
物
（
貼
り
紙
、
貼
り
札
、
立
て
看
板
及
び
広
告
旗
）
の
掲
出
を
行
わ
な
い

こ
と
。

生
駒
市
ま
ち
を
き
れ
い
に
す
る
条
例
を
遵
守
し
、
た
ば
こ
の
吸
い
殻
、
空
き
缶
等
の
ポ
イ
捨

(9)
て
防
止
に
つ
い
て
、
従
業
員
の
啓
発
及
び
教
育
並
び
に
消
費
者
の
啓
発
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
事
業
所
周
辺
及
び
地
域
の
美
観
を
保
持
し
、
快
適
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
と
と
も

に
市
が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
す
る
こ
と
。

太
陽
光
発
電
等
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
又
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
よ
い
設
備
の
導
入
、

(10)
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
見
え
る
化
等
生
駒
市
の
目
指
す
低
炭
素
街
づ
く
り
に
資
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

７

経
済
振
興
課

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
小
売
業
者
、
小
売
業
者
以
外
の
事
業
者
等
関
係
者
と
一
体
と
な
り
、

(1)



周
辺
地
域
の
交
通
渋
滞
、
交
通
安
全
、
騒
音
等
の
生
活
環
境
を
適
切
に
保
持
す
る
よ
う
努
め
る

こ
と
。

ま
た
、
事
業
活
動
に
伴
い
周
辺
住
民
及
び
店
舗
に
影
響
を
及
ぼ
す
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、
事
業
者
の
責
任
で
解
決
に
向
け
迅
速
か
つ
真
摯
に
対
応
す
る
こ
と
。

周
辺
住
民
（
農
耕
者
等
）
か
ら
営
業
行
為
に
起
因
す
る
苦
情
等
が
あ
れ
ば
、
速
や
か
に
事
業

(2)
者
の
負
担
に
よ
り
対
処
す
る
こ
と
。

三

縦
覧
場
所

奈
良
県
産
業
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
奈
良
県
の
休
日
を

定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日

を
除
き
ま
す
。

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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